
１　

こ
の
告
示
は

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

２　

昭
和
四
十
年
四
月
建
設
省
告
示
第
千
百
七
十
四
号
は

廃
止
す
る

３　

宅
地
又
は
建
物
の
売
買

交
換
又
は
貸
借
の
契
約
で
こ
の
告
示
の
施
行
前
に
成
立
し
た
も
の
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
て
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
に
つ
い

　

て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

　
　
　

附　

則
（
平
成
元
年
二
月
十
七
日
建
設
省
告
示
第
二
百
六
十
三
号)

　

こ
の
告
示
は

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

　
　
　

附　

則
（
平
成
九
年
一
月
十
七
日
建
設
省
告
示
第
三
十
七
号
）

　

こ
の
告
示
は

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

　
　
　

附　

則
（
平
成
十
六
年
二
月
十
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
百
号
）

　

こ
の
告
示
は

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
百
七
十
二
号
）

　
（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

　

 

（
経
過
措
置
）

２　

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（ 

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
） 
附
則
第
五
条
第
三
項

　

の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税
率
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
消
費
税
に
相
当
す
る
金
額
を
含
む
宅
地
又
は
建
物
の
売
買

交
換
又
は
貸
借
の
代
理

　

又
は
媒
介
に
関
し
て
宅
地
建
取
引
業
者
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
に
つ
い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
五
十
五
号
）

　

こ
の
告
示
は

平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
等
に
関
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額

（
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
三
日
建
設
省
告
示
第
千
五
百
五
十
二
号
）

 

最
終
改
正   

平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
五
十
五
号

第
一　

定
義

　

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
消
費
税
等
相
当
額
」
と
は
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
額
及
び
当
該

消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う

第
二　

売
買
又
は
交
換
の
媒
介
に
関
す
る
報
酬
の
額

　

宅
地
建
物
取
引
業
者
（
課
税
事
業
者
（
消
費
税
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
あ
る
事
業
者
を
い
い

同
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免

除
さ
れ
る
事
業
者
を
除
く
）
で
あ
る
場
合
に
限
る

第
三
か
ら
第
五
ま
で

第
七

第
八
及
び
第
九
①
に
お
い
て
同
じ
）
が
宅
地
又
は
建
物
（
建
物
の
一
部
を
含
む

以
下
同
じ
）
の
売
買
又
は
交
換
の

媒
介
に
関
し
て
依
頼
者
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
媒
介
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む
）
は

依
頼
者
の
一
方
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ

当
該
売
買
に
係
る
代
金
の
額
（
当
該
売
買
に

係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
）
又
は
当
該
交
換
に
係
る
宅
地
若
し
く
は
建
物
の
価
額 （
当
該
交
換
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
し

当
該
交
換
に
係
る
宅
地
又
は
建

物
の
価
額
に
差
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
ら
の
価
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
価
額
と
す
る
）
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

金
額
を
合
計
し
た
金
額
以
内
と
す
る

二
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
五
・
四

四
百
万
円
を
超
え
る
金
額

二
百
万
円
を
超
え
四
百
万
円
以
下
の
金
額

百
分
の
四
・
三
二

百
分
の
三
・
二
四

第
三　

売
買
又
は
交
換
の
代
理
に
関
す
る
報
酬
の
額

　

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
に
関
し
て
依
頼
者
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
代
理
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む

以
下
こ
の
規
定
に
お
い
て
同

じ
）
は

第
二
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
の
二
倍
以
内
と
す
る

た
だ
し

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
当
該
売
買
又
は
交
換
の
相
手
方
か
ら
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
の
報
酬
の
額
と

代
理
の
依
頼
者
か
ら
受
け
る
報
酬
の
額
の
合
計
額
が
第
二
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
の
二
倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

第
四　

貸
借
の
媒
介
に
関
す
る
報
酬
の
額

　

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
媒
介
に
関
し
て
依
頼
者
の
双
方
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
媒
介
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む

以
下
こ
の
規
定
に
お
い
て
同
じ
）

の
合
計
額
は

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
借
賃
（
当
該
貸
借
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
し

当
該
媒
介
が
使
用
貸
借
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
通
常

の
借
賃
を
い
う

以
下
同
じ
）
の
一
月
分
の
一
・ 

〇
八 

倍
に
相
当
す
る
金
額
以
内
と
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸
借
の
媒
介
に
関
し
て
依
頼
者
の
一
方
か
ら
受
け
る
こ

と
の
で
き
る
報
酬
の
額
は

当
該
媒
介
の
依
頼
を
受
け
る
に
当
た

て
当
該
依
頼
者
の
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
を
除
き

借
賃
の
一
月
分
の
〇
・
五
四
倍
に
相
当
す
る
金
額
以
内
と
す
る

第
五　

貸
借
の
代
理
に
関
す
る
報
酬
の
額

　

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
代
理
に
関
し
て
依
頼
者
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
代
理
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む

以
下
こ
の
規
定
に
お
い
て
同
じ
）
は

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
借
賃
の
一
月
分
の
一
・
〇
八
倍
に
相
当
す
る
金
額
以
内
と
す
る

た
だ
し

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
当
該
貸
借
の
相
手
方
か
ら
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
の
報
酬
の
額
と

代
理
の
依
頼
者
か
ら
受
け
る
報
酬
の
額
の
合
計
額
が
借
賃
の
一
月
分
の
一
・
〇
八
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

第
六　

権
利
金
の
授
受
が
あ
る
場
合
の
特
例

　

宅
地
又
は
建
物 （
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
を
除
く
）
の
賃
貸
借
で
権
利
金
（
権
利
金
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
を
も

て
す
る
か
を
問
わ
ず

権
利
設
定
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
で
あ

て
返

還
さ
れ
な
い
も
の
を
い
う
） 

の
授
受
が
あ
る
も
の
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
て
依
頼
者
か
ら
受
け
る
報
酬
の
額
（
当
該
代
理
又
は
媒
介
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む
）
に
つ
い
て
は

第
四
又
は
第
五

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

当
該
権
利
金
の
額
（
当
該
貸
借
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
）
を
売
買
に
係
る
代
金
の
額
と
み
な
し
て

第
二
又
は
第
三
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

第
七　

空
家
等
の
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
に
お
け
る
特
例

　

低
廉
な
空
家
等
（
売
買
に
係
る
代
金
の
額
（
当
該
売
買
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
）
又
は
交
換
に
係
る
宅
地
若
し
く
は
建
物
の
価
額
（
当
該
交
換
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を

含
ま
な
い
も
の
と
し

当
該
交
換
に
係
る
宅
地
又
は
建
物
の
価
額
に
差
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
ら
の
価
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
価
額
と
す
る
）
が
四
百
万
円
以
下
の
金
額
の
宅
地
又
は
建
物
を
い
う

以
下

 「
空
家
等
」
と
い
う
）
の
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
で
あ

て

通
常
の
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
と
比
較
し
て
現
地
調
査
等
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
空
家
等
の
売
買
又

は
交
換
の
媒
介
に
関
し
て
依
頼
者
（
空
家
等
の
売
主
又
は
交
換
を
行
う
者
で
あ
る
依
頼
者
に
限
る
）
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
媒
介
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む

以
下
こ
の
規

定
に
お
い
て
同
じ
）
は

第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
二
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
当
該
現
地
調
査
等
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
合
計
し
た
金
額
以
内
と
す
る

こ
の
場
合
に
お

い
て

当
該
依
頼
者
か
ら
受
け
る
報
酬
の
額
は
十
八
万
円
の
一
・
〇
八
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

第
八　

空
家
等
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
に
お
け
る
特
例

　

空
家
等
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
で
あ

て

通
常
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理
と
比
較
し
て
現
地
調
査
等
の
費
用
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
空
家
等
の
売
買
又
は
交
換
の
代
理

に
関
し
て
依
頼
者
（
空
家
等
の
売
主
又
は
交
換
を
行
う
者
で
あ
る
依
頼
者
に
限
る
）
か
ら
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
額
（
当
該
代
理
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
を
含
む

以
下
こ
の
規
定
に
お
い
て
同

じ
）
は

第
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

第
二
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
第
七
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
合
計
し
た
金
額
以
内
と
す
る

た
だ
し

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
当
該
売
買

又
は
交
換
の
相
手
方
か
ら
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
の
報
酬
の
額
と
代
理
の
依
頼
者
か
ら
受
け
る
報
酬
の
額
の
合
計
額
が
第
二
の
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
第
七
の
規
定
に
よ
り
算
出

し
た
金
額
を
合
計
し
た
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

第
九　

第
二
か
ら
第
八
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
い
報
酬
の
受
領
の
禁
止

①　

宅
地
建
物
取
引
業
者
は

宅
地
又
は
建
物
の
売
買

交
換
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し

第
二
か
ら
第
八
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
だ
し

依
頼
者
の

　

依
頼
に
よ

て
行
う
広
告
の
料
金
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い

②　

消
費
税
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
が

宅
地
又
は
建
物
の
売
買

交
換
又
は
貸
借
の
代
理
又
は
媒
介
に
関
し
受
け
る
こ
と
が
で

　

き
る
報
酬
の
額
は

第
二
か
ら
第
八
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
に
百
八
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
代
理
又
は
媒
介
に
お
け
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
等
相
当
額
及
び
①
た
だ
し
書
に
規
定

　

す
る
額
を
合
計
し
た
金
額
以
内
と
す
る

附
　
則

令和6年 7月改訂版

〒430-0838 浜松市中央区鼠野町 376-1

宅建業/報酬額表
報酬額表の内容は全国共通です。

表

18,700円 税込

24,200円 税込
36,300円 税込
36,300円 税込
36,300円 税込

□　シルバー　□　ゴールド　プレートタイプ　w550×h350  
プレートタイプ 飾りナット　□ クローム4個セット 2,420円税込　□ ゴールド4個セット 2,860円税込　□ なし

□　シルバー　□　ゴールド　プレート+アルミフレームタイプ w594×h350  
□　鋼板ゴールド+アルミフレームタイプ w594×h350

□　ステンレスHL+アルミフレームタイプ w594×h350

□　高級アクリルタイプ・ガラス色（パネルアタッチメント付）w550×h350 

標識の仕様によるタイプの価格選択

● 請求書は出荷時にメールでお送りします。（振込手数料はご負担ください。）
● 請求書発行日より30日以内のお振込厳守でお願い致します。

お電話番号
FAX番号 TEL FAX

メールアドレス
※レイアウトの確認、請求書の送付に使用しますので、必ずお知らせください。

送料について

お支払い
について

銀行振込

代金引換

クレジットカード決済 ● 出荷時に決済用URLをメールでお送りします。
● URLのお受け取りより5日以内の決済をお願い致します。

● 手数料30,000円以下は440円　30,000円以上100,000円までは550円

本州・四国 1,980円・九州 2,530円・北海道 2,970円・沖縄 3,300円


